ＰＣＲ原案記入例及びテンプレート
（記入例のあとに、何も記入されていないテンプレートがございますので、原案作成時には何も記入されていないテンプレートをご利用下さい）
２０１１年４月１８日
カーボンフットプリント制度試行事業事務局
次ページから始まる「記入上の注意」、「記入例」及び「ＰＣＲチェックリスト」を読んでから作業を始めてください。全体の編集方針をご理解いただいてから原案に落とし込む作業をしていただくことで、原案完成後に修正の手間を軽減することができます。
記入上の注意
「PCR原案記入例及びテンプレート」は、PCR原案の策定にあたって、注意事項を記載したものです。注意事項は大きく2点に分類され、

①過去のPCR認定委員会で横断的に議論された論点についての注意点

②記載時のフォントや項目の整理などの編集時の注意点

となっております。
PCR原案作成の際には、注意事項に従って作成するようお願いいたします。
また、原案が完成した際には、別紙の「PCR原案チェックシート」を用いて、申請事業者が自己チェックをする必要がございますので、そちらの結果も合わせて事務局宛に申請してください。
＜構成＞
・PCR原案テンプレートは「本体」および「附属書」から構成される。
・「本体」には、PCR原案の名称およびPCRを構成する文章および要求事項を簡潔に記載する。
・「附属書」には、PCR原案の構成上、詳細な説明が必要な文章、図および表等を記載する。なお、附属書を作成する場合は（規定）若しくは（参考）を必ず選択する。（参考）の附属書に要求事項を記載してはならない。
＜記入における主な留意事項・全般＞

○原案の作成は複数人で行われる場合も考えられるため、全体の一貫性（表現や単語など）を確認しながら、作業を進める。

○記載する要求事項については、明確に要求内容が分かるように「～しなければならない」「～することが望ましい」「～することができる」「～してもよい」といった表現を、意識的に使い分ける。
○意図は分かるが一文が長いなど、文意が読み手に伝わらない文章が見受けられるため、作成者以外でも容易に理解できるような表現を心がける。

　＜記入に主な留意事項・表記＞
○文体について
・文体は「である調」に統一する。
○書式、フォントについて
・書式は、日本語：「MS P明朝」、英数字：「Times New Roman」を使用すること。ただし、PCRの題名および附属書の見出しについては、日本語：「ＭＳゴシック」、英数字：「Arial」を使用する。
・フォントントサイズは、「10」ポイントを使用する。
・文字の色は、「黒」を使用する。
・かっこ書きは、「全角」を使用する。
・数字、英字は、「半角」を使用する。
・句読点は、「、」、「。」を使用する。
○見出し、箇条書きについて

・見出し、箇条書きは、PCR全体にわたって統一的に適用されなければならない。ある部分は「①、②・・」で整理され、ある部分は　「１）、２）・・」で整理されないように注意すること。
・小項目を設ける場合は、その見出し番号は、「①、②、③…」、「a) 、b) 、c) …」、「1) 、2) 、3) …」の順で記載し、項目間で統一する。
・箇条書については次を基本とし、項目間で統一する。
・箇条書き１
· 箇条書き２
○その他記載方法について
・左側の「No.」、「項目」は、追加および修正してはならない。
・重複記載は避け、重複する場合は「(X-X)の内容に準じる。」と記載する。
・シナリオの題名など、注意事項として強調したい場合は、【　】を使用する（「【　】」は、規定のタイトルとして使用する）。
・「全段階に共通適用」される事項と、各段階における記載内容が異なる場合は、各段階の「その他」に【○○に関する特例】の欄を設け、そこに記載することができる。
・データ収集項目の分類を表す場合は、「＜　＞」を使用する（例：＜投入量＞、＜生産量及び排出量＞、＜単位当りのライフサイクルGHG排出量＞　など）。
・記載内容がない項目は、「特に規定しない。」と必ず記載する。
・特定のライフサイクル段階から構成される中間財等のPCRにおいて、対象外とする項目については、「対象外」と記載する。
・ライフサイクルフロー図は附属書に記載する。
・図の番号および題名付けは“図1－題名”、表の番号および題名付けは“表1－題名”とする。
＜各PCRに適用可能な原単位データについて＞
・今年度の試行事業における暫定措置として、原単位データは「CFP制度試行事業用CO2換算量共通原単位」の最新版（以下「共通原単位データベース」という）を使用し、不足しているデータについては、試行事業事務局が提供する「参考データ」を使用する。
・各PCRで必要となる「参考データ」については、データ名の一覧をPCR原案と共に試行事業事務局に送付して請求すること。各PCRに適用可能な「参考データ」については、データ名の一覧をカーボンフットプリント・ウェブサイトに公開されている。
＜記入例上の文字の色について（記入の際には「黒」を使用する）＞
・青文字は、記入方法を示している。
・赤文字は、記入例を示している。
・黒文字は、変更不可。
＜プロセスを各段階へ割り振る際の基本的な考え方について＞
・生産段階のアウトプット（＝流通段階のインプット）は、消費者の手元に渡る最終の製品形態とする。
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・副資材の製造（原材料調達および生産）、輸送、廃棄・リサイクルに係るGHG排出量は、それぞれが発生する段階で計上する。
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（PCR番号：PA-XX-01）
20XX.XX.XX公表
このPCRに記載されている内容は、カーボンフットプリント制度試行事業期間中において、関係事業者等を交えた議論の結果として、PCR改正の手続を経ることで適宜変更および修正することが可能である。なお、このPCRの有効期限は試行事業の終了が予定される平成24年3月31日までとする。
	No.
	項目
	内容

	1
	適用範囲
	このPCRの適用範囲を記載する。
（例：このPCRは、カーボンフットプリント制度において「PCR名称」を対象とする算定および表示に関する規則、要求事項および指示事項である）

	2
	製品の定義

	2-1
	製品の属する分類の説明
	算定および表示の対象とするPCRの製品が属する分類の説明を記載する。

	2-2
	対象とする構成要素
	算定および表示の対象とする構成要素を記載する。

（例：本体、包装、付属品など）

	3
	引用規格およびPCR
	他の規格および他のPCRを引用した場合は、具体的にどの部分を引用したのかがはっきり分かる形で記載する。無い場合は、「なし」と記載する。
（例：次の規格およびPCRは、このPCRの一部を構成する。
・ 「PCR番号（PA-XX：注　改訂番号は記載しない）　、PCR名称、具体的に引用する部分の項目・章番号など」）



	4
	用語および定義
	用語および定義に関する文章を記載する。他の規格等の定義を用いることが望ましい。

	5
	対象範囲

	5-1
	算定の単位
	算定する製品の単位を記載する。（注：この項目は、あくまでも算定する際の基本となる単位を設定する項目であり、算定に関する要求事項を記載する項目ではない。）
（例：販売単位とする。納入単位とする。単位重量当たりとする。など）

	5-2
	ライフサイクル段階
	対象とするライフサイクル段階を記載する（対象が全ライフサイクル段階でない場合は、その旨およびその理由を必ず記載する。なお、販売段階については、指針およびPCR策定基準に基づいて試行的に対象外としている）。
（例：次のライフサイクル段階を対象とする。
・ 原材料調達段階
・ 生産段階
・ 流通段階
・ 使用・維持管理段階
・ 廃棄・リサイクル段階）

	6
	全段階に共通して適用する項目

	6-1
	ライフサイクルフロー図
	ライフサイクルフロー図の規定を記載する。
（例：附属書Aにライフサイクルフロー図を示す）

	6-2
	データの収集範囲
	データ収集範囲に関する規定を記載する。

（例：
・地域差を考慮しない。

・新商品など１年間の実績値の入手が困難な場合、原材料の投入量については実績値を用いてもよい。など）

	6-3
	データの収集期間
	データ収集期間に関する規定を記載する。

（例：直近１年間の実績値とする。ただし、直近の1年間の実績値が収集できない場合には、妥当性を検証時に確認することを前提に、他の収集期間を用いても良い。）

	6-4
	配分
	配分に関する規定を記載する。

	6-5
	カットオフ
	カットオフに関する規定を記載する。

	6-6
	その他
	PCR策定基準の「２．共通基準」に記載されている項目で、（6-1）～（6-5）以外の項目に関する規定、または輸送などの全段階に共通する規定を記載する。

（例：【輸送に関する規定】、【廃棄物等に関する規定】、【リサイクル材に関する規定】、【自家発電に関する規定】、【蒸気に関する規定】など）

	7
	原材料調達段階に適用する項目

	7-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
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データ収集範囲に含まれるプロセスを記載する（ここでのプロセスは、ライフサイクルフロー図のプロセスと対応させる）。
（例：次のプロセスを対象とする
①○○プロセス
②□□プロセス
・・・）

	7-2
	データ収集項目
	データ収集項目関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（7-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目のデータ収集を行う。
①○○プロセス
・ △△データ
・ △△に係る単位あたりのGHG排出量
②□□プロセス
・ ▽▽データ
・ ▽▽に係る単位あたりのGHG排出量
・・・）

	7-3
	一次データ収集項目
	一次データ収集項目に関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（7-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目は、一次データを収集する。
①○○プロセス
・ △△データ
・・・）

	7-4
	一次データの収集方法および収集条件
	一次データの収集方法および収集条件に関する規定を記載する。

	7-5
	シナリオ
	シナリオに関する規定を記載する。

	7-6
	その他
	「全段階に共通適用」と各段階における内容が異なる場合は、本項に【○○に関する特例】の欄を設け記載する。
（例：【配分に関する特例】、【カットオフに関する特例】など

なお、この部分には、【原材料調達段階におけるデータ収集の特例】が記載されることが多い。既に認定済のPCRを確認していただくと分かるが、原材料調達先が多様な場合、データ収集が困難な場合があり、その場合、数学的に妥当と考えられる範囲として、50%はデータを収集し、残りの50%を収集したデータの平均値で代用することとされることが多い。そのため、50%未満となるような設定をする場合には、その妥当性についてPCR委員会で明確に説明するようしてください。）
【リサイクル材を用いる場合】

（リサイクル準備段階以降を含めるということを記載する。）

【原料をリサイクルする場合】

（オープンの場合は、リサイクル準備段階前までのプロセスを入れるということを記載する。）

	8
	生産段階に適用する項目

	8-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
	データ収集範囲に含まれるプロセスを記載する（ここでのプロセスは、ライフサイクルフロー図のプロセスと対応させる）。
（例：次のプロセスを対象とする
①○○プロセス
②□□プロセス
・・・）

	8-2
	データ収集項目
	データ収集項目関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（8-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目のデータ収集を行う。
①○○プロセス
・ △△データ
・ △△に係る単位あたりのGHG排出量
②□□プロセス
・ ▽▽データ
・ ▽▽に係る単位あたりのGHG排出量
・・・）

	8-3
	一次データ収集項目
	一次データ収集項目に関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（8-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目は一次データを収集する。
①○○プロセス
・ △△データ
・・・）

	8-4
	一次データの収集方法および収集条件
	一次データの収集方法および収集条件に関する規定を記載する。

	8-5
	シナリオ
	シナリオに関する規定を記載する。

	8-6
	その他
	「全段階に共通適用」と各段階における内容が異なる場合は、本項に【○○に関する特例】の欄を設け記載する。
（例：【配分に関する特例】、【カットオフに関する特例】
なお、この部分には、【生産段階におけるデータ収集の特例】が記載されることが多い。既に認定済のPCRを確認していただくと分かるが、生産サイトが多数存在する場合は、データが１００％集められない場合が存在する。しかしながら、生産工程は製品で一番重要な工程であること、また、CFP検証申請事業者が生産を行っているケースが多いと考えられるため、ほぼ100%に近い95%以上のデータを収集しなければならないとされることが多い。そのため、95%未満となるような設定をする場合には、その妥当性についてPCR委員会で明確に説明するようしてください。））

	9
	流通段階に適用する項目

	9-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
	データ収集範囲に含まれるプロセスを記載する（ここでのプロセスは、ライフサイクルフロー図のプロセスと対応させる）。
（例：次のプロセスを対象とする
①○○プロセス
②□□プロセス
・・・）

	9-2
	データ収集項目
	データ収集項目関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（9-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目のデータ収集を行う。
①○○プロセス
・ △△データ
・ △△に係る単位あたりのGHG排出量
②□□プロセス
・ ▽▽データ
・ ▽▽に係る単位あたりのGHG排出量
・・・）

	9-3
	一次データ収集項目
	一次データ収集項目に関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（9-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目は、一次データを収集する。
①○○プロセス
・ △△データ
・・・）

	9-4
	一次データの収集方法および収集条件
	一次データの収集方法および収集条件に関する規定を記載する。

	9-5
	シナリオ
	シナリオに関する規定を記載する。

	9-6
	その他
	「全段階に共通適用」と各段階における内容が異なる場合は、本項に【○○に関する特例】の欄を設け記載する。
（例：【配分に関する特例】、【カットオフに関する特例】）

	10
	使用・維持管理段階に適用する項目

	10-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
	データ収集範囲に含まれるプロセスを記載する（ここでのプロセスは、ライフサイクルフロー図のプロセスと対応させる）。
（例：次のプロセスを対象とする
①○○プロセス
②□□プロセス
・・・）

	10-2
	データ収集項目
	データ収集項目関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（10-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目のデータ収集を行う。
①○○プロセス
・ △△データ
・ △△に係る単位あたりのGHG排出量
②□□プロセス
・ ▽▽データ
・ ▽▽に係る単位あたりのGHG排出量
・・・）

	10-3
	一次データ収集項目
	一次データ収集項目に関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（10-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目は一次データを収集する。
①○○プロセス
・ △△データ
・・・）

	10-4
	一次データの収集方法および収集条件
	一次データの収集方法および収集条件に関する規定を記載する。

	10-5
	シナリオ
	シナリオに関する規定を記載する。

	10-6
	その他
	「全段階に共通適用」と各段階における内容が異なる場合は、本項に【○○に関する特例】の欄を設け記載する。
（例：【配分に関する特例】、【カットオフに関する特例】）

	11
	廃棄・リサイクル段階に適用する項目

	11-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
	データ収集範囲に含まれるプロセスを記載する（ここでのプロセスは、ライフサイクルフロー図のプロセスと対応させる）。
（例：次のプロセスを対象とする
①○○プロセス
②□□プロセス
・・・）

	11-2
	データ収集項目
	データ収集項目関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（11-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目のデータ収集を行う。
①○○プロセス
・ △△データ
・ △△に係る単位あたりのGHG排出量
②□□プロセス
・ ▽▽データ
・ ▽▽に係る単位あたりのGHG排出量
・・・）

	11-3
	一次データ収集項目
	一次データ収集項目に関する規定を記載する（ここでのプロセスは、（11-1）のプロセスと同じプロセスを記載する）。
（例：次の項目は一次データを収集する。
①○○プロセス
・ △△データ
・・・）

	11-4
	一次データの収集方法および収集条件
	一次データの収集方法および収集条件に関する規定を記載する。

	11-5
	シナリオ
	シナリオに関する規定を記載する。

	11-6
	その他
	「全段階に共通適用」と各段階における内容が異なる場合は、本項に【○○に関する特例】の欄を設け記載する。
（例：【配分に関する特例】、【カットオフに関する特例】）

	12
	二次データ適用項目
	二次データ適用項目に関する規定を記載する。
・ 「カーボンフットプリント制度試行事業用CO2換算量共通原単位データベース（暫定版）」（以下、共通原単位データベース）においてデータが提供されているもの。

・ 共通原単位データベースに掲載されていない二次データにおいて、試行事業事務局が「参考データ」として用意したもの

	13
	表示方法

	13-1
	表示単位
	表示単位に関する規定を記載する。
・ 算定単位を基本とする。ただし、「カーボンフットプリント制度の在り方（指針）」及び「商品種別算定基準（PCR）策定基準」にある表示方法も認めるが、この場合はその適切性を検証パネルにおいて議論することとする

	13-2
	ラベルの位置、サイズ
	ラベルの位置、サイズに関する規定を記載する。その他、本PCRで必要となる要求事項があれば記載する。
・共通ルールの「カーボンフットプリントマーク等の仕様」に従う。

（例：カーボンフットプリントのラベルは、製品本体、製品の包装上に表示する。その他にPOP表示、パンフレット表示、インターネット表示を認める。削減率などの比較表示については、「CFPの削減率の算定方法について（仮称）」に従う。　など）

	13-3
	追加情報の表示
	追加情報の表示に関する規定を記載する。
（例：・ 各ライフサイクル段階別のGHG排出量
・ 交換可能部品を使用した場合のGHG削減効果（交換可能部品がCFP算定値に関       してCFP検証パネルの検証を受けている場合に限ることとする）

・ リサイクルの間接効果　など）


附属書A：ライフサイクルフロー図（規定）
　対象とするPCRの製品のライフサイクルフロー図を記載する。
＜ライフサイクルフロー図の記載方法＞

○実線と点線の使い分けについて
・ 実線は、算定対象のプロセスを表すこと。
・ 点線は、算定対象外のプロセスを表すこと。
○その他の記載方法
・ ライフサイクルフロー図には、凡例などを設けて、算定対象範囲を明確にすること。以下に、ライフサイクルフロー図の記載例を示す。

· 算定対象とするプロセスは、実線の四角形にて表記する。
· 算定対象外とするプロセスは、点線の四角形にて表記する。

· 原材料の投入量や生産される生産物などのイプット・アウトプットは、角丸四角形にて表記する。

· 各ライフサイクル段階の区分けは、太線にて表記し、各プロセスがどの段階に属するのかを分かりやすく表記する。

· システム境界は、二重線にて表記する。

· プロセスのフローは、矢印にて表記する。なお、原則としてプロセスのフローは、左から右へ、上から下へ表記する。

[image: image3]
・ 販売プロセスを算定対象外として表現する場合は、基本ルールの改定に伴い算定対象外としている旨を注意書き等で補うこと。
＜ライフサイクルフロー図の一例（参考：広範囲PCR（エネルギー使用型製品）、認定PCR番号：PA-BQ-01）＞
○算定対象外のプロセス

・ 原材料調達段階における「副資材の輸送」および「廃棄物等の輸送」ならびに流通段階における「副資材の輸送」、「倉庫保管」および「廃棄物等の輸送」。

· このPCRでは、主として使用･維持管理段階のGHG排出量がライフサイクルGHG総排出量の大半を占めることが想定され、上記のプロセスに係るGHG排出量は、ライフサイクルGHG総排出量に占める割合は小さいと想定されるため算定対象外とする。

・ 流通段階における「販売プロセス」

· 平成22年7月の基本ルールの改定において、販売プロセスは、その適切な算定方法が整備されるまでの間、算定対象外とすることとなったため、その基本ルールの改定に伴い販売プロセスを算定対象外とする。
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＜ライフサイクルフロー図の一例（参考：広範囲PCR（エネルギー非使用型製品）、認定PCR番号：PA-BR-01）＞
○算定対象外のプロセス

・ 流通段階における「販売プロセス」

· 平成22年7月の基本ルールの改定において、販売プロセスは、その適切な算定方法が整備されるまでの間、算定対象外とすることとなったため、その基本ルールの改定に伴い販売プロセスを算定対象外とする。

[image: image5.emf]流通段階

から発生する廃棄物等

副資材の

製造

本体の

原材料の

製造

本体の

原材料の

輸送

付属品の

原材料の

製造

付属品の

製造

付属品の

輸送

本体の

製造

付属品の

本体への

付与

副資材の

製造

副資材の

輸送

包装済み

エネルギー

非使用型製品

輸送 倉庫保管

原材料調達段階

から発生する廃棄物等

廃棄物等の

適正処理

生産段階

から発生する廃棄物等

使用・維持管理

消耗品や

交換部品類

の製造

消耗品や

交換部品類

の輸送

使用・維持管理段階

から発生する廃棄物等

（主に消耗品、交換部品類）

廃棄物等の

収集

焼却、

埋立

ﾘｻｲｸﾙの

準備

ﾌﾟﾛｾｽ

廃棄物等の

輸送

廃棄物等の

適正処理

廃棄物等の

輸送

廃棄物等の

適正処理

①原材料調達段階 ③流通段階 ④使用・維持管理段階 ⑤廃棄・リサイクル段階

※全てのエネルギー及び水の供給と使用に関わる

プロセスはフロー図からは省略

②生産段階

副資材の

輸送

廃棄物等の

輸送

システム境界

副資材の

輸送

副資材の

製造

廃棄物等の

輸送

廃棄物等の

適正処理

流通段階

から発生する廃棄物等

副資材の

製造

本体の

原材料の

製造

本体の

原材料の

輸送

付属品の

原材料の

製造

付属品の

製造

付属品の

輸送

本体の

製造

付属品の

本体への

付与

副資材の

製造

副資材の

輸送

包装済み

エネルギー

非使用型製品

輸送 倉庫保管

原材料調達段階

から発生する廃棄物等

廃棄物等の

適正処理

生産段階

から発生する廃棄物等

使用・維持管理

消耗品や

交換部品類

の製造

消耗品や

交換部品類

の輸送

使用・維持管理段階

から発生する廃棄物等

（主に消耗品、交換部品類）

廃棄物等の

収集

焼却、

埋立

ﾘｻｲｸﾙの

準備

ﾌﾟﾛｾｽ

廃棄物等の

輸送

廃棄物等の

適正処理

廃棄物等の

輸送

廃棄物等の

適正処理

①原材料調達段階 ③流通段階 ④使用・維持管理段階 ⑤廃棄・リサイクル段階

※全てのエネルギー及び水の供給と使用に関わる

プロセスはフロー図からは省略

②生産段階

副資材の

輸送

廃棄物等の

輸送

システム境界

副資材の

輸送

副資材の

製造

廃棄物等の

輸送

廃棄物等の

適正処理

算定対象外の

プロセス

算定する

プロセス

投入物、生産物等

凡例



[image: image6]
PCRにおけるCFP算定において、算定事業者が迷わぬようにCFP算定の際に必要となる素材または部品の参考データについては、極力次表に列挙していただきたい。
・データ名
：「参考データ」のデータ名を記載する。データ名については、特定の製品名ではなく、一般名称を記載すること。
・単位
：データ名の単位を記載する。適用する単位が複数存在する場合は、複数の単位を記載してもよい。
・寄与度
：PCRの策定時において試算した対象製品のライフサイクルGHG総排出量における当該原単位由来のGHG排出量の寄与度を記載する。
（※寄与度の目安　大：30%以上、中：30%未満～5%、小5%未満）
・備考
：データ名が部品の場合は、極力その素材名および加工工程を記載する。
	No.
	データ名
	単位
	寄与度
	備考

	1
	素材A
	kg
	大
	

	2
	素材B
	kg
	中
	

	3
	部品A
	kg
	小
	素材C：60%、素材D：40%、溶接加工

	4
	部品B
	kg
	小
	素材E：100%、プレス加工

	
	･･･
	･･･
	･･･
	


“”

Product Category Rule of “”

（PCR番号：PA-XX-01）
20XX.XX.XX公表
このPCRに記載されている内容は、カーボンフットプリント制度試行事業期間中において、関係事業者等を交えた議論の結果として、PCR改正の手続を経ることで適宜変更および修正することが可能である。なお、このPCRの有効期限は試行事業の終了が予定される平成24年3月31日までとする。
	No.
	項目
	内容

	1
	適用範囲
	

	2
	製品の定義

	2-1
	製品の属する分類の説明
	

	2-2
	対象とする構成要素
	

	3
	引用規格およびPCR
	

	4
	用語および定義
	

	5
	対象範囲

	5-1
	算定の単位
	

	5-2
	ライフサイクル段階
	

	6
	全段階に共通して適用する項目

	6-1
	ライフサイクルフロー図
	

	6-2
	データの収集範囲
	

	6-3
	データの収集期間
	

	6-4
	配分
	

	6-5
	カットオフ
	

	6-6
	その他
	

	7
	原材料調達段階に適用する項目

	7-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
	

	7-2
	データ収集項目
	

	7-3
	一次データ収集項目
	

	7-4
	一次データの収集方法および収集条件
	

	7-5
	シナリオ
	

	7-6
	その他
	

	8
	生産段階に適用する項目

	8-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
	

	8-2
	データ収集項目
	

	8-3
	一次データ収集項目
	

	8-4
	一次データの収集方法および収集条件
	

	8-5
	シナリオ
	

	8-6
	その他
	

	9
	流通段階に適用する項目

	9-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
	

	9-2
	データ収集項目
	

	9-3
	一次データ収集項目
	

	9-4
	一次データの収集方法および収集条件
	

	9-5
	シナリオ
	

	9-6
	その他
	

	10
	使用・維持管理段階に適用する項目

	10-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
	

	10-2
	データ収集項目
	

	10-3
	一次データ収集項目
	

	10-4
	一次データの収集方法および収集条件
	

	10-5
	シナリオ
	

	10-6
	その他
	

	11
	廃棄・リサイクル段階に適用する項目

	11-1
	データ収集範囲に含まれるプロセス
	

	11-2
	データ収集項目
	

	11-3
	一次データ収集項目
	

	11-4
	一次データの収集方法および収集条件
	

	11-5
	シナリオ
	

	11-6
	その他
	

	12
	二次データ適用項目
	

	13
	表示方法

	13-1
	表示単位
	

	13-2
	ラベルの位置、サイズ
	

	13-3
	追加情報の表示
	


附属書A：ライフサイクルフロー図（規定）
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	No.
	データ名
	単位
	寄与度
	備考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


記入例





各段階に適用される考え方として、


7-1でまずプロセスを特定する。


引き続き、7-2において、7-1で特定したプロセス分類に従って、データ収集項目を列挙する。


さらに、7-3においては、7-1で特定したプロセス分類に従って、7-2で特定したデータ収集項目の内、1次データを収集するデータについて列挙することとする。


すなわち、7-1のプロセス分類が、7-3まで一貫していなければならない。





各段階に適用される考え方として、


8-1でまずプロセスを特定する。


引き続き、8-2において、8-1で特定したプロセス分類に従って、データ収集項目を列挙する。


さらに、8-3においては、8-1で特定したプロセス分類に従って、8-2で特定したデータ収集項目の内、1次データを収集するデータについて列挙することとする。


すなわち、8-1のプロセス分類が、8-3まで一貫していなければならない。





各段階に適用される考え方として、


9-1でまずプロセスを特定する。


引き続き、9-2において、9-1で特定したプロセス分類に従って、データ収集項目を列挙する。


さらに、9-3においては、9-1で特定したプロセス分類に従って、9-2で特定したデータ収集項目の内、1次データを収集するデータについて列挙することとする。


すなわち、9-1のプロセス分類が、9-3まで一貫していなければならない。





各段階に適用される考え方として、


11-1でまずプロセスを特定する。


引き続き、11-2において、11-1で特定したプロセス分類に従って、データ収集項目を列挙する。


さらに、11-3においては、11-1で特定したプロセス分類に従って、11-2で特定したデータ収集項目の内、1次データを収集するデータについて列挙することとする。


すなわち、11-1のプロセス分類が、11-3まで一貫していなければならない。





各段階に適用される考え方として、


10-1でまずプロセスを特定する。


引き続き、10-2において、10-1で特定したプロセス分類に従って、データ収集項目を列挙する。


さらに、10-3においては、10-1で特定したプロセス分類に従って、10-2で特定したデータ収集項目の内、1次データを収集するデータについて列挙することとする。


すなわち、10-1のプロセス分類が、10-3まで一貫していなければならない。
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この資料は、PCRの一部を構成するものではなく、


カーボンフットプリント・ウェブサイトで公開する「参考データ」のデータ名の一覧を、


事務局までご連絡いただくためのものになります。


CFPの試算において不足していた原単位データについては、


PCR原案と共に以下のフォーマットにてご連絡ください。





この資料は、PCRの一部を構成するものではなく、


カーボンフットプリント・ウェブサイトで公開する「参考データ」のデータ名の一覧を、


事務局までご連絡いただくためのものになります。


CFPの試算において不足していた原単位データについては、


PCR原案と共に以下のフォーマットにてご連絡ください。
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